
（裏面に続く） 

２０２４年（令和６年）２月 １日 

    

 

藤沢型認定保育施設事業設置運営事業者募集要項 

 

 

１ 募集目的 

  藤沢市では、市内の私設保育施設（認可外保育施設）の保育の質の向上及び待機児童

の保育の受け皿確保を図るため、市が独自に設けた基準を満たしている施設を「藤沢型

認定保育施設」として認定しています。 

  子育て世代の転入等により、引き続き保育需要の伸びが予測されることから、２０２

４年（令和６年）４月１日から新規認定する藤沢型認定保育施設設置運営事業者の募集

を行います。 

 

２ 募集事業者 

  藤沢型認定保育施設Ａ型又はＢ型を設置運営する事業者 （１事業者程度） 

 

３ 申請資格 

（１）神奈川県知事から認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受け

ており、神奈川県の作成する「私設保育施設（認可外保育施設）運営の手引き」

及び保育所保育指針を遵守して保育を実施していること 

（２）施設設置地が次の地区にあること。 

ア 東南地区 

イ 西南地区 

ウ 北部地区（湘南台・長後エリアに限る） 

（区域の設定は藤沢市子ども・子育て支援事業計画における「教育・保育提供

区域」による） 

 

４ 設備・運営の条件 

   藤沢型認定保育施設Ａ・Ｂ型それぞれにおいて基準を設けておりますので、「藤沢型認

定保育施設事業実施要綱」にてご確認ください。 

 

５ 審査について 

藤沢型認定保育施設実施要項第２８条第１項の規定に基づき、実地調査を行います。

実地調査の日程については、別途ご連絡いたします。 

提出書類及び実地調査の確認を行い、審査基準に基づき、合否を決定します。合格し

た事業者が２に記載の募集事業者数を超える場合には、保育需要の多い設置重点地区で

の実施等、応募事業者の状況を踏まえ、市が選定を行います。 

 



６ 補助金について 

（１）運営費 

施設の類型及び入所児童のクラス年齢・在籍月数等に応じて補助金を交付してい

ます。詳細は「藤沢型認定保育施設運営費補助金交付要綱」をご確認ください。 

 （２）入所児童の安全や衛生定期な保育環境の維持等に係る経費の補助 

藤沢型認定保育施設は、入所児童の検診、職員の保菌検査、施設賠償責任保険等

に係る補助である「届出保育施設利用者支援事業費補助金」の対象施設です。詳細

は「届出保育施設利用者支援事業費補助金交付要綱」をご確認ください。 

（３）入所児童の保護者に対する保育料軽減の経費に係る補助 

利用児童の保護者の経済的な負担軽減を図るため、施設が利用児童の 

世帯の所得状況に応じて行った保育料の軽減に対する経費を補助しています。詳細

は「藤沢型認定保育施設保育料補助金交付要綱」をご確認ください。 

 

７ 新規認定申請の手続きについて 

（１）受付場所 

藤沢市 子ども青少年部 保育課 保育園運営担当 

〒２５１－８６０１ 

藤沢市朝日町１番地の１ 本庁舎３階 

（２）受付期間 

２０２４年(令和６年)２月１日(木)～２０２４年(令和６年)２月２０日(火) 

平日８時３０分～１７時まで（１２時～１３時を除く） 

（３）提出書類 

「藤沢型認定保育施設認定申請書 第１号様式（第２８条関係）」及び 

「藤沢型認定保育施設新規認定申請に係る添付書類（一覧）」に記載の添付書類 

（４）提出方法 

事前にご連絡の上、郵送または持参にてご提出ください。 

 

８ スケジュール（想定） 

  ２０２４年(令和６年)２月２０日(火)        受付締切 

  ２０２４年(令和６年)２月２１日(水)～２月２７日(火)書類審査・実地調査 

  ２０２４年(令和６年)２月２８日(水)        認定または不認定通知書発送 

 

以  上 

 

事務担当  藤沢市 子ども青少年部 保育課  

（保育園運営担当 高橋）  

〒251-8601 藤沢市朝日町１番地の１  

                     電 話  0466-50-3526（直通）  

  E-mail fj1-hoiku@city.fujisawa.lg.jp  

mailto:fj1-hoiku@city.fujisawa.lg.jp

